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　塩釜地区・黒川地区入札契約業務連絡協議会では、広域的な連携による効率的な事務処理を行うため、
共通の募集要項及び申請様式により一般競争及び指名競争入札参加者の募集を行っています。
　今回は、平成３０年度分に係る追加募集を行います。受付期間と申請様式は統一していますが、申請手
続きは登録を希望する各団体へ行ってください。
１．協議会構成団体
　①市町村
　　大衡村、富谷市、大和町、大郷町、塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町
　②一部事務組合
　　黒川地域行政事務組合、塩釜地区消防事務組合、宮城東部衛生処理組合
２．受付期間等
　　平成３０年２月５日（月）～２月１５日（木）（ただし、土・日・祝日を除く）
　　午前９時～午後４時（ただし、正午から午後１時までを除く）
　　※配送受付は平成３０年２月１４日（水）までとなります。（配達時間を必ず指定）
３．申請様式等と申請方法
　　申請様式等については共通の様式です。各団体のホームページからダウンロードしてください。
　 村のホームページには１２月１８日（月）に掲載予定です。
　　ダウンロードした申請書等に必要事項を入力し、以下の方法により申請してください。
　　①企画財政課の窓口に直接持参する。（ただし、即日審査・承認は行いませんのでご留意願います。）
　　②配送により企画財政課あてに送付する。
４．登録の有効期間　平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

◆問い合わせ先　企画財政課　☎３４１－８５１０

　ときわ台南住宅団地が完成し、１１月５日（日）、塩浪地区住宅団地整備工事安全連絡協議会（会長 :
株式会社松川土木）主催による神事が執り行われ、引き続き深澤雅貴東北防衛局長はじめ多数のご来賓出
席のもと完成記念式典を行いました。
　また、式典後には住宅団地内で住宅メーカーに出展していただき団地のPRイベントを開催しました。
　なお、この日より現地販売センターがオープンし、順調に購入の申し込みをいただいています。
　（一般販売区画　９２区画のうち６２区画申込　１１月２３日現在）

◆問い合わせ先　都市建設課　☎３４１－８５１５

▲完成セレモニーのテープカット ▲PRイベントの様子

『ときわ台南』住宅団地完成記念式典『ときわ台南』住宅団地完成記念式典『ときわ台南』住宅団地完成記念式典

平成３０年度一般競争及び指名競争入札参加者追加募集

　高齢者や障害をお持ちの方、要介護認定を受けている方など、移動手段の確保が困難な方々に、タクシー乗車
料金の一部を助成する「高齢者等タクシー利用助成事業」を行っています。
　申請は随時受け付けていますので、ぜひご利用ください。

【利用方法】
・タクシー乗車する際は「タクシー利用許可証」を携帯し、乗務員に提示してください。
・タクシー利用券は、１回の乗車につき５００円券を２枚（１,０００円分）まで利用できます。
【利用可能なタクシー会社】
・株式会社大和タクシー　☎３４５－２１８１
・有限会社吉岡タクシー　☎３４５－２３６１
・株式会社みちのく観光タクシー　☎３４６－２２２４

高齢者等タクシー利用券の交付申請を受け付けています

◆対　象　者　 昭和５３年４月１日以前に生ま
　　　　　　れた方で、平成２８年度にこの助
　　　　　　成を受けていない方。
◆検診の受け方　 
　①健康福祉課に申し込み、脳検診受診券の交
　　付を受けてください。
　②村が脳検診を委託している医療機関等に各自
　　予約し、受診してください。
◆助　成　額　 ８,０００円
　※助成金の８,０００円を除いた額を医療機関
　　等の窓口にお支払いください。
◆検診期限　 平成３０年３月３１日（土）
◆申込期限　１２月２８日（木）
◆申込・問い合わせ先　
　　　　　　健康福祉課　☎３４５－０２５３

脳検診費用の一部を助成します

　認知症サポーターは、認知症に関する正しい
知識を周りの人に伝えたり、認知症の人を見
守ったりと自分のできる範囲で認知症の人やそ
のご家族を支援します。
　村では認知症サポーターを養成するための講
座を無料で実施し、受講終了後に認知症サポー
ターの証であるオレンジリングを配付しており、
これまでに約２６０名の方が受講しています。
　地区や学校、企業などへ講師の派遣も行って
いますので、受講を希望される場合は地域包括
支援センターにご相談ください。
◆問い合わせ先　
　大衡村地域包括支援センター（福祉センター内）
　☎３４５－６０６０

地域包括支援センターから
認知症サポーター養成講座のお知らせ

◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

◆対象となる方
　村に住所を有し、自動車運転免許証を所持
していない、又は自動車運転免許証を返納し
「運転経歴証明書」を所持している方等で、次
のいずれかに該当する方
・満８０歳以上の方
・満７０歳以上で一人暮らしの方
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
　健福祉手帳のいずれかの交付を受けてい
　る満１８歳以上の方
・要介護認定を受けている方

◆交　付　額　１人当たり２４,０００円／年
　　　　　　（５００円券４８枚綴り）
※年度途中の場合は月割りの金額となります。
◆申請受付　月～金曜日（祝祭日を除く）　
　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
◆申　請　先　健康福祉課（福祉センター内）
◆持　ち　物　印鑑
※申請時に「タクシー利用許可証」に使用する
　顔写真の撮影を行いますので、本人が来庁さ
　れるか、難しい場合は健康福祉課にご相談く
　ださい。


